
作品の制作・応募にあたってのＱ＆Ａ集 

 

Q１：ＣＭに大学や団体のロゴマークを挿入することは可能か？ 

A１：応募者にて権利関係の確認及び手続きを行っていただければ、大学や団

体のロゴマークを挿入していただいて構いません。ただし、これらのロ

ゴは冒頭（２秒）もしくは本編（２８秒）内に収めてください。 

 

Q２：応募者サイドで制作することになっている、冒頭２秒（タイトル・学校名・

制作者名）は審査対象外という理解でよいか？ 

A２：冒頭２秒（タイトル・学校名・制作者名）は審査対象外となります。 

 

Q３：コンテスト応募作品を自身の Web サイトに掲載したり、個人のオンライ

ン等のポートフォリオ（作品集）に使用することは問題ないか？ 

A３：募集要項７（１）において、「作品は、オリジナルかつ「上映会・表彰式」

の開催時典で未発表であること」としていることから、上映会以前に SNS

や Web サイトなど、多くの人々が作品を見ることができる環境に作品を

掲示することは控えてください。 

一方、上映会・表彰式終了後であれば、八王子の PR につながることにも

なりますので、積極的に展開していただけると幸いです。 

 

Q４：映像に他者が制作した楽曲を使用する場合の制限について知りたい。 

A４：募集要項１３その他注意事項を参照してください。映像に使用する楽曲に

ついて著作権の処理が必要な場合、あらかじめ応募者にて権利関係を整理

していただく必要があります。 

 

Q５：街なかで撮影した際、建物や人物の「写り込み」について、どこまで撮影

許可が必要か？ 

A５：著作物の「写り込み」については、文化庁のホームページにて著作権との

関係が例示されていますので、参考にご覧ください。 

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsur

ikomi.html）。 

人物の撮影については、肖像権に抵触する場合がありますので、必要に

応じて相手方に撮影許可を取ってください。 
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